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はじめに 

本環境影響評価書は、「大阪駅北地区先行開発区域Ａ地区開発事業」及び「大阪駅北地区

先行開発区域Ｂ地区開発事業」の 2 つの事業に係る環境影響評価の一環として、大阪市環境

影響評価条例（平成 10 年 大阪市条例第 29 号）に基づき、所要の事項をとりまとめたもの

である。 

なお、これらの 2 つの事業はいずれも同条例に基づく対象事業に該当し、また相互に関連

する事業であることから、同条例第 38 条に基づき、手続きを併合して行うものである。 
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